
 

第１１期第１０回小金井市男女平等推進審議会（令和７年度第５回）次第 

 

                 日時：令和８年２月９日（月）   

  午前９時３０分～１１時３０分  

          場所：市役所本庁舎第一会議室     

 

１ 議  題 

⑴ （仮称）第７次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

  ア パブリックコメントの結果について 

  イ 素案について  

 ⑵ 男女共同参画施策の推進について 

  ア 「小金井市第６次男女共同参画行動計画」の推進について（提言案） 

 ⑶ その他  

 

２ 報告事項 

 ⑴ 市議会の報告について 

⑵ その他   

 

３ その他  

 

４ 配布資料 

 資料１ （仮称）小金井市第７次男女共同参画行動計画（素案）への意見（パ

ブリックコメント)及び検討結果（案） 

資料２ （仮称）第７次男女共同参画行動計画素案 

 資料３ 11/19 提言案に対する委員意見一覧 

 資料４ 小金井市第６次男女共同参画行動計画の推進について（提言案） 

 資料５ 2/9 提言案に対する意見シート 

 資料６ 市議会の報告  

     

参考  

１ 第１１期第９回（令和７年１１月１９日）会議録 

２ 小中学生アンケート実施結果報告書 

３ 小金井市第７次男女共同参画行動計画概要版（案） 

４ パートナーシップ宣誓制度周知リーフレット 



 意見募集期間：令和７年１２月１２日から令和８年１月１３日まで

意見提出数：６人・１５件

意
見
№

該当頁
（事業
No.）

意見（パブリックコメント）一覧 事務局回答案 関係課

1
P4／P53

（No.54～
59）

　2024年、日本の現状を統計・分析し、困難女性支援法が施行された。年齢・障害・国籍を
問わず、女性の困難な状況を改善、福祉の増進を図るとされている。これまでの女性保護は
売防法（1956年～2024年）根拠に実施されてきたが、廃止に至った経緯、分析、限界を明ら
かにし、これからの施策に生かしていくことを望む。
　コメントの視点（立場）は、年金受給年齢を過ぎて働き、腰痛などで失職した立場です。
夏の熱中症がエアコンの効かない部屋で起きたり、コロナ禍で失職、アパート代が払えず路
上を彷徨うなど、悲劇はこれまでにない速さで貧困に起因して起きています。
　小金井井第7次計画は、これらを踏まえ、ひとり親、ひとり暮らしの女性の生活自立支援
を、各担当に広報に根付いた支援を、地域福祉課等と共に実現していくことを支持し、期待
しています。

　女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻
など複雑化、多様化、複合化しており、関係部署の連携した支援が一
層重要です。困難女性支援法に基づく各種相談支援については、（仮
称）小金井市第７次男女共同参画行動計画素案（以下「計画素案」と
いう。）において重点施策に位置づけており、当審議会としても重要
な課題であると認識しています。
　いただいた御意見については今後の施策推進の参考としていただく
よう市へ伝えます。

男女共同参画室
広報秘書課

子育て支援課
地域福祉課

2 P18
　基本目標Ⅰ「人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる」
　最上部でDV被害の相談有無で「“相談しなかった”割合が67.1％と高く、第６次計画策定
時と比較して13.5ポイント高くなっています。」とあるが、その原因が説明されていない。

　令和６年の「男女平等に関する市民意識調査」では、令和元年調査
と比べ「相談しようと思わなかった」割合が高くなり、その理由は
「相談するほどのことではないと思った」が39.2％と最も高く、次い
で「相談しても無駄だと思った」が24.5％、「だれ（どこ）に相談し
てよいかわからなかった」「自分にも悪いところがあると思った」が
それぞれ19.1％を占めている状況です。
　また、令和元年調査と比較すると、全体では「だれ（どこ）に相談
してよいかわからなかった」が7.5ポイント、「相談する人がいなかっ
た」が5.1ポイント、「自分さえがまんすれば、そのままやっていける
と思った」が6.1ポイント高くなっています。
　このことから、被害者が安心して相談できる体制づくりや、被害者
が早期に支援を受けられる仕組みづくりが重要であると認識していま
す。
　いただいた御意見については今後の施策推進の参考としていただく
よう市へ伝えます。

男女共同参画室

3 P22

　「こがねいパレット」実行委員と「かたらい」編集委員
　「こがねいパレット」実行委員に夫婦委員が活動し、妻は昨年の坂東眞理子氏講演で司会
を務めました。男性3人女性1人の絶妙な編成の「かたらい」編集委員を夫は兼ね、取材する
喜びの滲む記事を寄せました。選考した市男女共同参画室は、リタイアー後の市民の活動に
選択肢を提供したとなれば、これぞ望ましい行政市民協賛になると期待します。

　「こがねいパレット」及び男女共同参画情報誌「かたらい」は、こ
れまで長きにわたり市民参加・協働により事業を実施してきました。
計画素案においても、施策№96で市民や市民活動団体との連携を記載
しており、引き続き市民参加・協働による男女共同参画事業を展開し
ていただくよう、市へ要請していきます。
　いただいた御意見については、市へ伝えます。

男女共同参画室

（仮称）小金井市第７次男女共同参画行動計画（素案）へのパブリックコメント及び検討結果（案）について

資料１

1



4 P22

　『聞き書き集　小金井の女性たち』保存への支援
　こがねい女性ネットワーク発行の2冊の女性史『聞き書き集 小金井の女性たちー時代をつ
なぐ－』、『聞き書き集 小金井の女性たちー時代を歩む－』は市内外図書館に所蔵されてい
ますが、現物の在庫はなくなり、市長や教育長への贈呈も不可能な現況です。そこで、お願
いがあります。電子図書として永久保存してもらいたいと切望しています。例えば、小金井
デジタル平和資料館の活動が発足してほぼ1年ですが、そこにデジタル化して保存されれば、
小金井唯一の女性史は永久に誰にでも利用されると考えます。経費は不明ですが、男女平等
実現にお力を頂きたいと切望しています。

　小金井デジタル平和資料館は小金井平和の日条例10周年を記念し、
市民実行委員との協働事業として開設されています。
　いただいた御意見については、市へ伝えます。

男女共同参画室
広報秘書課

コミュニティ文
化課

5
P32

(No.12)

　第4章　施策の展開
　施策②「人権尊重における相談対応の充実」で子どもオンブズパーソンが新設されている
のはとても良い事と思うが、人権・身の上相談、女性総合相談の拡充も具体的に挙げて欲し
い。

　いただいた御意見については、担当課において検討されることが適
切と考えますので市へ伝えます。

男女共同参画室
広報秘書課

6
P33

（No16～
18)

　「人権が尊重され、多様性を認める社会をつくる」で、施策の方向（3)多様性への理解の
促進の、No16，17，18で様々な事業が示され、特にNo18で、性の多様性への理解促進のた
め、パネル展の実施（新規）、リーフレットの作成・配布（新規）が書かれていることは、
素晴らしいです。性的少数者の多くは、社会に根強くある、差別・偏見のため、カミングア
ウトするのが困難ですので、これらの事業は必須です。

　第６次男女共同参画行動計画（以下「前計画」という。」より性の
多様性への理解促進に向けた具体的な施策を展開し、計画素案におい
ても引き続き取り組むべき課題と位置づけました。
　偏見や差別解消に向け、市民に向けた情報提供を一層進めていただ
くよう市へ伝えます。

男女共同参画室

7
P33

（No16～
18)

　性の多様性への理解促進のために、No.16.17.18はとても有効です。身近に性的少数者がい
ないと感じるのは、社会に差別や偏見があり、カミングアウトできないからなのです。

　№6と同様です。いただいた御意見については市へ伝えます。 男女共同参画室

8
P37

(No.19)
　昨今、教師から生徒・学生への性加害・性暴力が数多く報道されています。職員・教員に
対して「人権尊重の視点に立った性教育」の研修を行って欲しいです。

　教職員が人権尊重の視点に立ち、性加害を防止することは、子ども
の安全を守る上で不可欠です。
　教職員が「性暴力は重大な人権侵害である」との認識を深く共有
し、人権尊重に基づいた適切な指導を徹底できるよう、研修や環境整
備の継続が求められます。
　いただいた御意見については、担当課において検討されることが適
切と考えますので市へ伝えます。

指導室

9
P37

(No.19)
　職員・教員に対して「人権尊重の視点に立った性教育」の研修を行い、生徒対象に、包括
的性教育をしていただきたいです。

　市では、全ての職員が個人として尊厳を尊重され、男女共に働きや
すい職場環境を確立することを目的に、ハラスメント防止に取り組
み、また、人権問題や性の多様性についての正しい理解と認識を深め
るための研修を実施しているとの報告を受けています。
　なお、性加害・性暴力を根絶し、一人一人が性を人権として捉える
ために、教育が果たす役割は極めて重要です。
　いただいた御意見については、担当課において検討されることが適
切と考えますので市へ伝えます。

職員課
指導室

2



10
P51

(No.51)

　施策②健康と性に関する学習・啓発の充実の具体的な事業のところですが、「性に関する
授業の実施」となっていますが、「人権尊重の視点に立った、包括的性教育の実施」にして
欲しいです。一人一人が、自分のからだ・性を人権としてとらえ、ひいては生徒・学生間で
の性加害・性暴力をなくすためにも必要です。

　性加害・性暴力を根絶し、一人一人が性を人権として捉えるため
に、教育が果たす役割は極めて重要です。
　小中学校では、子どもたちが加害者、被害者、傍観者にならないよ
う、人権尊重を基盤とした「生命（いのち）の安全教育」に基づき、
包括的な指導が行われているとの報告を受けています。
　いただいた御意見については、担当課において検討されることが適
切と考えますので市へ伝えます。

指導室

11
P51

(No.51)

　「人権尊重の包括的性教育の実施」が必要不可欠です。まずは知ることからすべてははじ
まります。それによって一人一人が、自分のからだ・性を人権としてとらえ、相手も大事に
できます。その結果、生徒・学生間での性加害・性暴力をなくすことにつながるからです。

　№10と同様です。いただいた御意見については市へ伝えます。 指導室

12
P75

(No.98)

　事業名/具体的な事業　（仮称）男女平等推進センター整備の検討→（仮称）男女平等推進
センター設置の検討
　「第6次行動計画（2021年3月）」と今回の第7次行動計画素案を読み比べ、5年前と現在、
そして今後5年間の小金井市行政がよりよく展開していってほしい、という願いを込めて、1
点だけ修正を提案しました。
　（仮称）男女平等推進センターは実在していません。それなのに、「―整備の検討」とい
う表現はおかしくありませんか。整備とはあらかた実体があり、不完全な実態を整えてい
く・・・ということですよね。設置を検討し、準備のための第一歩を踏み出さないと、永遠
にできない気がします。参考資料として、先駆的市民団体が、当時の市長に提出したお願い
文を添付します。2004年7月付けです。（添付資料「女性センター（仮称）設立についてのお
願い」）

　（仮称）男女平等推進センターの整備については、長年の課題と
なっています。市では公共施設のあり方については公共施設マネジメ
ントの観点から全体として検討し進めている旨の報告を受けていま
す。これまでと同様に庁内における様々な検討の状況があり、その機
会を捉えて適切に関わりながら進めていくことができるよう計画案に
示していくことが必要と考えています。第3次計画から第6次計画まで
「整備」を使用してきたことから、文言はこのままとしますが、いた
だいた御意見の趣旨を踏まえ、今後の審議の参考とします。

男女共同参画室

13 P21／P77

　庁内職員の男女平等意識
　小金井市男性職員育児休業取得率は76.9％になりましたが、何日間なのかなどを具体的に
記載し、市民に明らかにしてほしいと願います。100％は当然なのに、市役所はなぜなのかを
知りたいと思います。育児休業こそ、市長の音頭で周囲が祝福し、100%達成してほしいと願
います。合計特殊出生率1.12に恐怖しています。

　市では第３次小金井市職員次世代育成支援プランにおいて、男性職
員の育児休業取得促進にかかる目標として、取得率100％及び2週間以
上の育児休業取得率85％を掲げて取り組んでおり、目標数値の進捗管
理については、ホームページに掲載されています。職員の育児休業取
得日数の公表については、担当課において検討されることが適切と考
えますので市へ伝えます。

職員課

14
P77

(No.103)

 　施策の方向（1）庁内の男女平等の推進
　小金井市では、部長職11人中、女性はたった一人で、極端に数が少ない。なぜ、女性の部
長職の数が少ないのかを調べ、もっと女性の部長職の数を増やすための工夫が必要です。

　市政運営を行う上で、多様な視点を持つことは重要であり、市職員
においても、政策決定を担う役職である管理監督職の女性割合が低い
現状は大きな課題です。市の女性職員活躍推進プランにおいては、女
性職員の昇任試験申込率について、主任職35％、係長職25％を目標と
して掲げています。いただいた御意見については、担当課において目
標達成に向けて引き続き取り組まれることが適切と考えますので市へ
伝えます。

職員課

15
P77

(No.103)

　施策の方向（1）庁内の男女平等の推進
　小金井市では、部長職11人中、女性はたった一人です。それについてなぜ、女性の部長職
の数が少ないのかを調べ、少なくとも半分は女性の部長にしてください。そして働きやすい
環境も提案することが大事です。女性の部長職の数を増やすことで、多様な意見が出て、小
金井市がより住みやすい地域になります。そうすれば人口が増え、ますます魅力的な小金井
市になります。

　№14と同様です。いただいた御意見については市へ伝えます。 職員課

3
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No 委員 意見 2/9提言案での対応

1 降旗 P.3
⑴総評　①推進状況調査報告書の記載
について　7行目

（修正前）
根拠を担当課で明確にし、読み手に伝わるように記載してください。

（修正後）
その理由とともに取組により生じた効果を具体的に読み手に伝わるように記載してください。

修正しました。

2 降旗 P.3
⑴総評　①重点施策の評価について
1行目

（修正前）
「第6次行動計画」では、「人権・男女平等に関する講演会等の開催」、「若い世代への啓発・教育の
推進」、「男性の家事・育児・介護への参画促進」、「一人ひとりが働きやすい職場づくりの促進」、
「男女の市政参画の促進」、「市職員や教職員の男女平等に向けた環境整備」の6つの重点施策が掲げ
られています。

（修正後）
「第6次行動計画」で掲げた6個の重点施策に関して以下のとおり評価します。

修正しました。

3 降旗 P.3
⑴総評　①重点施策の評価について
3行目

（修正前）
「人権・男女平等に関する講演会等の開催」…
「若い世代への啓発・教育の推進」…
「男性の家事・育児・介護への参画促進」…
以下同

（修正後）
・「人権・男女平等に関する講演会等の開催」については、～
・　「若い世代への啓発・教育の推進」については、～
・　「男性の家事・育児・介護への参画促進」については、～
以下同

修正しました。

4 降旗 P.４
⑵　評価できる事業
①　エンジェル教室・カルガモ教室の
開催

（修正前）
前年度に比べて参加者数が増えていることで、子育て支援の充実が図られています。また、エンジェル
教室の父親参加が増えていることを評価します。

（修正後）
前年度に比べて参加者数が増えており、子育て支援の充実が図られています。また、エンジェル教室の
父親参加が増えていることも評価します。

修正しました。

5 降旗 P.４
⑵　評価できる事業
③　各種健（検）診等の実施

自己評価は全てB評価であり、コメントも取組の改善を求めているものなので、削除でいいと思いま
す。➡次の項番に移動？

削除しました。

11/19提言案に対する委員意見一覧

該当箇所

資料３

1



No 委員 意見 2/9提言案での対応該当箇所

6 降旗 P.４
⑵　評価できる事業
④　ひとり親家庭及び女性の相談支援
の充実

相談支援の場合は、相談件数が増加することを評価することに違和感があります。

（修正前）
相談者のニーズに応じたきめ細やかな相談支援を行い、自立に向けた助言と指導を行われた結果、相談
件数が増えていると思われます。

（修正後）
相談者のニーズに応じたきめ細やかな相談支援を行い、自立に向けた助言と指導が行われたと思われま
す。

修正しました。

7 降旗 P.４
⑵　評価できる事業
⑥　各地域活動団体への支援

自己評価は全てB評価であり、コメントも取組の改善を求めているものなので、削除でいいと思いま
す。➡次の項番に移動？

削除しました。

8 安藤 P.４
⑶　検討・改善を望む事業
①　メディア・リテラシーに関する普
及・啓発

（修正前）
次年度は掲載を再調整するとともに、市報以外の媒体を利用した取組も検討してください。

（修正後）
次年度は掲載を再調整するとともに、市として取り組む普及・啓発の意義を再確認し、様々な媒体の利
用も検討してください。

修正しました。

9 安藤 P.５
⑶　検討・改善を望む事業
③　リプロダクティブヘルス／ライツ
に関する情報提供

（修正前）
紙媒体以外の情報提供方法も検討して、普及啓発に努めてください。

（修正後）

５年毎に実施の「男女平等に関する市民意識調査」でも、常に10％以下の認知度に低迷する現状を踏ま
え、紙媒体に加え、情報提供の機会と手段を増やし、普及啓発に努めてください。

修正しました。

10 安藤 P.５
⑶　検討・改善を望む事業
④　（仮称）男女平等推進センター整
備の検討

（修正前）
整備の検討

（修正後）
設置の検討

修正しました。
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令和８年３月  日 

 

小金井市長  白井 亨 様 

 

 

   小金井市男女平等推進審議会 

    会長 倉持 清美 

 

 

「小金井市第６次男女共同参画行動計画」の推進について（提言） 

 

 

 小金井市男女平等推進審議会（第１１期）は、下記の事項について、別紙のと

おり提言いたします。 

 

 

記 

 

 

１ はじめに 

２ 審議の経過     

３ 「小金井市第６次男女共同参画行動計画推進状況調査報告書（令和６年度実

績）」に対する評価及び意見について 

⑴ 総評 

⑵ 評価できる事業 

⑶ 検討・改善を望む事業 

４ 男女平等意識の普及・浸透 

５ （仮称）男女平等推進センターの設置に向けた具体策の検討 

６ おわりに 

 

 

 

 

 

（2/9 案） 
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１ はじめに 

  市は、小金井市男女平等基本条例に基づき、男女平等社会の実現に向けた総

合的な施策を計画的に実施していくために、令和 3 年（2021 年）3 月に「小金

井市第 6 次男女共同参画行動計画」（以下「第 6 次行動計画」という。）を策定

しました。基本理念の下に三つの基本目標を定め、計 110 項目（総事業数は 166）

の施策事業を掲げ展開しています。市は、施策事業の進捗を年次ごとに確認し、

男女平等社会の形成の現況及び男女共同参画施策の実施状況について「小金井

市第 6 次男女共同参画行動計画推進状況調査報告書」(以下「報告書」という。) 

を作成し公表しています。 

小金井市男女平等推進審議会（以下「審議会」という。）は、小金井市男女平

等基本条例第 11 条に基づき、市から提出された報告書について、男女平等社会

の形成の観点から評価及び意見を述べ、次年度以降の男女共同参画施策に生か

されるよう、毎年、提言書をまとめあげ市長に提出しています。 

 

２ 審議の経過 

  審議会（第 11 期）の任期は、令和 6 年（2024 年）4 月 1 日から令和 8 年（2026

年）3 月 31 日までの 2 年間です。令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月を任期後半と

して、審議会を 6 回開催しました。 

令和 6 年 8 月に市長から次期計画案の策定に係る諮問がありました。これを

受け、令和 6 年 10 月の市民・市職員意識調査に引き続き、令和 7 年 5 月には男

女平等意識について子どもの意見を聴取するため、小中学生へのアンケート調

査を行いました。6 月には審議会委員での自主勉強会も開催し、市民・市職員意

識調査の結果について意見を交わしました。 

次に審議会では、「第 6 次行動計画」を推進していくために、令和 6 年度の各

施策の具体的な事業実績の報告について評価を行いました。10 月には実施内容

についてより詳細な状況等を把握するため、審議会委員による事業担当課（職

員課）へのヒアリングを行いました。関係課長二人からの説明と質疑応答を通

して、職員に対する男女共同参画研修の概要や女性管理職登用のための取組等

について理解を深めました。 

また、この間、男女共同参画室の事業報告及び議会で取り上げられた男女共

同参画関連の質疑内容の報告を随時受け、市の男女共同参画を取り巻く状況の

把握に努めました。   

こうした審議の中で、今後の小金井市の男女共同参画に関わる事業について、

本提言を作成しました。 

 

３ 「小金井市第 6 次男女共同参画行動計画推進状況調査報告書（令和 6 年度実 

績）」に対する評価及び意見について 
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⑴ 総評 

  事業担当課が自己評価した結果は次のとおりです。    

166 事業中、自己評価の対象となる 136 事業の中で、自己評価Ａは 16.9％ 

で、昨年度の 19.3％より減少し、自己評価Ｂが 80.0％から 81.7％へと増加し

ています。令和 6 年度は前年度と同程度の事業が展開された一方、一部で未

着手となった事業がありました。 

① 推進状況調査報告書の記載について 

「第 6 次行動計画」の報告書は、「第 5 次行動計画」の書式を踏襲してお

り、「実施した内容」欄には数値結果等を記載し、「自己評価と効果の理由」

欄には、得られた効果や達成度の理由を記載しています。ここでは、前年度

比を書くことになっていますが、それだけでは効果が捉え切れないので、定

性的な評価と効果を記載するようになっています。 

昨年も指摘しましたが、定量的な評価が難しい場合に自己評価する際は

なぜその評価になったのか、その理由とともに取組により生じた効果を具

体的に読み手に伝わるように記載してください。 

  ② 重点施策の評価について 

    「第 6 次行動計画」で掲げた 6 個の重点施策に関して以下のとおり評価

します。 

・ 「人権・男女平等に関する講演会等の開催」については、時勢に即し

たテーマで講演が企画されていますが、男女共同参画シンポジウムの参

加者数の少なさが気になります。周知方法の検討、改善だけでなく、よ

り多くの方に見ていただくことを目的に、オンデマンド配信も提案しま

す。 

・ 「若い世代への啓発・教育の推進」については、デートⅮⅤなどの暴

力未然防止の普及啓発に引き続き取り組んでください。 

・ 「男性の家事・育児・介護への参画促進」については、父親のイベン

トへの参加が増えていることを評価します。 

・ 「一人ひとりが働きやすい職場づくりの促進」については、共働き家

庭が増える中、ワーク・ライフ・バランスの意識醸成に引き続き取り組

んでください。 

 自己評価 

Ａ（充実・強化） Ｂ（前年度同様） Ｃ （ 縮 小 ） Ｄ（未着手） 

令和３年度 13.2 70.6 14.0 2.2 

令和４年度 35.3 64.0 0.7 0.0 

令和５年度 19.3 80.0 0.7 0.0 

令和６年度 16.9 81.7 0.7 0.7 

単位：％ 
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・ 「男女の市政参画の促進」については、女性の登用率が微増している

ことは、取組の効果の現れと見えます。担当課ヒアリングでは、主任職

及び係長職昇任試験の受験率を上げるための尽力も伺えました。  

・ 「市職員や教職員の男女平等に向けた環境整備」については、男性の

育休取得率が増えていくことを望みます。 

 

 ⑵ 評価できる事業 

① エンジェル教室・カルガモ教室の開催（事業 No.22、こども家庭センター） 

    前年度に比べて参加者数が増えており、子育て支援の充実が図られてい

ます。また、エンジェル教室の父親参加が増えていることも評価します。 

② 男女共同参画に関する講座等の開催支援（事業 No.25、公民館） 

        市民が企画する市民に寄り添った、多岐に渡るテーマの講座開催は大変

素晴らしい取組だと思います。参加者数も前年度より増えていることを評

価します。 

③ ひとり親家庭及び女性の相談支援の充実（事業 No.59、子育て支援課） 

  相談者のニーズに応じたきめ細やかな相談支援を行い、自立に向けた助

言と指導を行われたと思われます。困難な問題を抱える女性への支援を含

め、普段からの相談姿勢を高く評価します。 

④ 放課後子ども教室の実施（事業 No.66、生涯学習課） 

  令和 5 年度も参加者数は増えていましたが、令和 6 年度は年間延べ 13

万人以上の参加がありました。市民との協働で 20 年の実績があることも

合わせて評価します。 

 

⑶ 検討・改善を望む事業 

① メディア・リテラシーに関する普及・啓発（事業 No.8、企画政策課）  

市報での周知啓発が紙幅の都合で実施できなかったとのことですが、市

報という全戸全市民への情報提供機能を持つ紙のメディアで、たまたま目

に触れるという機会も重要と考えます。次年度は掲載を再調整するととも

に、市として取り組む普及啓発の意義を再確認し、様々な媒体の利用も検

討してください。 

② 外国人相談の実施（事業 No.16、広報秘書課） 

  ここ数年、相談実績がないことを鑑み、代替手段を検討し、次期計画の 

掲載を見直すべきと考えます。むしろ、大切なのはイベントや講座開催等 

によるコミュニティ作りであるように思います。横のつながりが作られる 

ことにより、互いのコミュニケーションが深まり、外国人の日常的な悩み 

の解決につながる可能性が期待されます。 

③ リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する情報提供（事業 No.45、 
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企画政策課） 

  市報や情報誌への記事掲載ができず、周知機会が前年度より縮小となっ

たことは残念です。5 年毎に実施の「男女平等に関する市民意識調査」で

も、常に 10％以下の認知度に低迷する現状を踏まえ、紙媒体に加え、情報

提供の機会と手段を増やし、普及啓発に努めてください。 

④ 男女共同参画関係団体への支援・連携、（仮称）男女平等推進センター

整備の検討、女性談話室の活用（事業 No.100、103、104、企画政策課）  

  男女共同参画の視点での市民活動は近年低下気味で、ここ 2 年目立っ 

た支援実績もない状況です。耐震補強された婦人会館内の女性談話室も、

オープンスペースの機能は維持しつつも、男女共同参画の視点からの活用

は市民から見ると不十分なものです。いまだ実現に向けた第一歩も踏み出

せていない（仮称）男女平等推進センター設置の検討と合わせ、市民と市

による新たな活動グループを立ち上げ、女性談話室で定期的な会合を開

き、センター機能の検討などを開始する必要があると考えます。 

 

４ 男女平等意識の普及・浸透 

令和 7 年 5 月に実施した小中学生アンケートの結果からも、若い世代では年

齢を重ねるにつれ、親や学校の先生を含めた身近な人間関係など周囲からの影

響を受けることで、性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

を抱くことが推察されました。幼少期から性別に基づく固定観念を生じさせな

いこと、また成人に対するアンコンシャス・バイアス解消に向けた取組を継続

して行っていくことが重要です。情報周知には、紙媒体だけではなく、より市

民の目に触れやすい工夫が望まれます。 

市職員の意識啓発を促進し、市のあらゆる施策に男女平等の視点を反映する

姿勢も求められます。令和 6 年度は男女で年齢差を設けた市の施策について苦

情申出がありました。市長から委嘱を受けた苦情処理委員による調査の結果、

市の施策として適当でなかったとの報告がなされ、本審議会へも報告がありま

した。長く継続されている施策も男女平等社会の形成に影響を及ぼすかどうか

は不断に点検され、問題があれば積極的に見直しに取り組む必要があります。 

 

５ （仮称）男女平等推進センターの設置に向けた具体策の検討 

  （仮称）男女平等推進センターの設置の検討については、庁舎等複合施設建

設に伴う跡地等活用と一体となって検討されるものとされていますが、本年 7

月に新庁舎建設の入札が中止になったことにより、他の施設の設置や移転と同

じく見通しが不透明になっています。一方、国では令和 7 年の男女共同参画社

会基本法の改正で各地の男女共同参画センターが法的に位置づけられることに

なり、地方公共団体は、関係者相互間の連携・協働を促進するための拠点とし
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て、その機能を担う体制の確保に努めることになりました。  

  本市の厳しい財政状況など様々な課題も考慮しつつ、引き続き設置に向けた

検討を続けていただくことを要望します。 

 

６ おわりに  

  令和 8 年度から市の第 7 次となる男女共同参画行動計画が始まります。計画

策定の審議の中で、社会状況の変化や本市の現状を踏まえ、男女平等社会実現

への様々な課題が明確になりました。特に、次期計画では複雑多様化した女性

の問題に分野を超えた支援が必要なことが盛り込まれましたが、困難な問題を

抱える女性への支援や連携体制の充実に向け福祉部門及び児童部門など部署間

を超えた取組を進めてください。 

  令和 8 年は本市が男女平等都市を宣言して 30 周年の節目を迎えます。誰もが

人間として尊ばれ、また、自らの個性にあった生き方を自由に選択できる社会

の実現を目指して、次期計画とともに市の取り組みを一層進めていただくこと

を願います。 

 

 

小金井市男女平等推進審議会（第 11 期）委員名簿                  

 会 長 倉  持  清  美  副会長 眞 鍋 倫 子 

 

 委 員 

安 藤 能 子  

 委 員 

檀 原 延 和 

石  田  静  子 降  旗  優  次 

井  口  よう子 牧  野  ま  や 

小 山 田 智 恵 吉  田   孝 

                      （名簿は各五十音順） 



該当箇所 意見

例 全体 数字３桁を全角から半角に

2/9  提言案に対する意見シート

資料５



                   資料６ 

 

市議会の報告  

 

 

令和７年第４回市議会定例会 一般質問  

 令和７年１２月７日（日）  

会派  質問議員  内容  

緑・つながる

小金井  

坂井えつ子 

委員  

 

多様な性のあり方を尊重しよう。 

⑴   制度開始後の成果や課題は  

⑵   制度を拡充していこう  

 


